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鏡石町池ノ原町営墓地 利用の手引き 

 

はじめに 

 この手引きは、鏡石町池ノ原町営墓地の利用者のために簡易的に作成したも

のである。 

利用に際しては、鏡石町町営墓地条例（以下「条例」という。）及び鏡石町

町営墓地条例施行規則（以下「規則」という。）を遵守すること。 

 

1 墓所使用許可書について 

墓所使用許可書は、当該墓所の使用権を証する唯一の書類であり、焼骨の埋

蔵、改葬、使用者変更（承継）等の手続きに必ず必要となる。 

使用者は、紛失することのないよう厳重に保管すること。 

 

2 使用権について 

使用墓所は、使用者に対し永続的な利用を認めるものであり、承継予定者が

承継する場合を除き、第三者への譲渡又は転貸はできない。 

 

3 使用墓所内の管理について 

使用墓所内の清掃及び墓碑等の維持管理は、使用者が行うものとする。 

清掃にあたっては、隣接区画の迷惑とならないよう配慮すること。 

供物として供えた飲食物は、動物被害防止のため必ず持ち帰ること。 

 

4 設備の制限及び工事手続き 

（1）設備の制限 

墓所の設備は次のとおりとする。 

・カロート（地下納骨室）を設置すること。 

・設置できる設備は、墓碑、墓誌、置台、卒塔婆建立てに限り、規格及び配置 

数は別表のとおりとする。 

・樹木の植栽は認めない。 

・盛土等をするときは、縁石の高さを超えてはならない。 

（2）工事の手続き 

・墓碑等の設置又は改修等の工事を行う場合は、「墓所内工事着手届」（様式第

６号）に次の各号に掲げる書類を添えて提出すること。 

① 墓所使用許可書 
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② 工事設計図 

・工事完了後は、「墓所内工事完了届」様式第７号を提出すること。 

・お彼岸・お盆期間中は、事故防止のため工事を控えること。 

 

5 焼骨の埋蔵及び改葬手続き 

（1）町営墓地への埋蔵 

町営墓地に焼骨を埋蔵する場合は、次の書類を添えて「埋蔵届」様式第８号

を提出すること。 

 ・ 墓所使用許可書 

 ・ 埋火葬証明書 

 

（2）他の墓地等から町営墓地への改葬 

他の墓地又は納骨堂に埋蔵・収蔵されている焼骨を町営墓地へ移す場合は、

「改葬許可証」が必要となる。 

 改葬許可証は、焼骨が現在所在する市町村が発行する。 

手続きの流れは次のとおりである。 

① 埋蔵証明書の取得 

② 改葬許可証の取得        

③ 焼骨の引取り（必要に応じ焼骨化） 

④ 町営墓地への埋蔵（埋蔵届に改葬許可証及び墓所使用許可書を添付） 

※それぞれ証明などの名称は自治体によって異なる場合があります。 

 

6 町営墓地から他の墓地等への改葬 

(1）埋火葬証明書の発行（町税務町民課） 

(2) 改葬許可証の発行（町税務町民課） 

(3) 焼骨の引取り 

(4) 新たな墓地又は納骨堂への納骨（管理者へ改葬許可証を提出） 

 

7 各種手続き 

次の場合は、速やかに町健康環境課で手続きを行うこと。 

・使用者が死亡し、使用者を変更（承継）するとき （様式第５、１１号） 

・使用者又は承継予定者の住所又は住居表示が変更になったとき・使用者又は承 

継予定者の本籍又は氏名が変更になったとき（様式第５、１１号） 

・承継予定者を変更又は新たに指定するとき（様式第５、１１号） 

・使用許可書を紛失したとき（様式第４号） 
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8 墓所が不要になった場合 

墓所が不要となった場合は、墓碑等を撤去し、更地に戻したうえで返還手続

きを行うこと。（様式第１０号） 

・焼骨が埋蔵されている場合は、改葬手続きが必要である 

・使用者が死亡している場合は、承継手続きを完了した後に返還すること 

・使用許可の日から 3年以内に返還した場合は、既納使用料の 80％を還付する

（管理料は還付しない） 

 

9 管理料について 

管理料は、墓所区画以外の共用部分（園路、広場、工作物等）の維持管理に

充てる。 

 管理料の額及び納入方法は、別に定める。 

 

10 使用許可の取消及び使用権の消滅 

（1）使用許可の取消 

次のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消すことがある。 

・許可目的以外に使用したとき 

・使用権を譲渡し、又は使用区画を転貸したとき 

・条例又は規則若しくは使用許可の条件に違反したとき 

（2）使用権の消滅 

条例に定める場合に該当するとき。 

 

11 損害賠償について 

 町営墓地の使用者等が故意又は過失により、町の施設又は他人の設備等を損

傷し、又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。 
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鏡石町町営墓地条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

１項の規定に基づき、町民の福祉の増進を図るため、町が経営する墓地（以下

「町営墓地」という。）の設置及び管理に関して必要な事項を定めることを目的

とする。 

 

（墓地の名称及び位置） 

第２条 町営墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 鏡石町池ノ原町営墓地 

位置 鏡石町池ノ原３７番地１ 

 

（使用の許可） 

第３条 町営墓地のあらかじめ区画された墓所（以下「墓所」という。）を使用し

ようとする者は、町長の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供しては

ならない。 

 

（使用の範囲） 

第４条 墓所は、墓碑等の建設及び焼骨の埋蔵以外に使用してはならない。 

 

（使用の資格） 

第５条 墓所を使用しようとする者は、町内に引き続き１年以上住所を有する者

でなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、本町以

外に住所を有する者についても使用を許可することができる。 

 

（代理人の選定及び届出等） 

第６条 第３条第１項の許可を受けようとする者で本町以外に住所を有する者は、

申請の際に、又は既に許可を受けた者で本町以外に住所を移動する者は、速や

かに本町に居住する代理人を選定し、町長に届け出なければならない。 

２ 前項の代理人は、墓所の使用者（以下「使用者」という。）に代わってこの条

例及びこの条例に基づく規則に定める一切の義務を負わなければならない。 

 

（墓所等） 

第７条 使用を許可する墓所は規制区域とし、墓碑等の規格については規則で定

める。 

２ 墓所 1 区画の面積は、３．６８平方メートルとする。 

３ 墓所の使用は、１使用者につき１区画とする。ただし、町長が特別の理由が

あると認めるときは、この限りでない。 
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（使用の制限） 

第８条 町長は、墓所の管理上必要があると認めるときは、墓所の使用に関し、

制限若しくは条件を付し、又は必要な措置を行わせることができる。 

２ 町長は、使用者が前項の規定による措置を行わない場合は、これを行い、そ

の費用を使用者から徴収する。 

 

（使用料） 

第９条 墓所の使用は永代使用とし、その使用料は１区画につき２００，０００

円とする。 

２ 前項の使用料は、使用許可を受ける際に納入通知書により納入しなければな

らない。 

３ 本町以外に住所を有する者に使用を許可するときの使用料は、第１項の使用

料の額に当該額の３０パーセントの額を加算した額とする。 

 

（管理料） 

第１０条 使用者は、町営墓地の管理（各自が使用している墓所を除く。）に要す

る経費として、１区画につき３０，０００円の永代管理料（以下「管理料」と

いう。）を納入しなければならない。 

２ 前項の管理料は、使用許可を受ける際に納入通知書により納入しなければな

らない。 

 

（使用料及び管理料の不還付） 

第１１条 既納の使用料及び管理料は還付しない。ただし、使用者が使用許可を

受けた日から３年以内に該当場所を使用する前に返還したときは、既に納めた

使用料及び管理料の一部を返還する。 

 

（使用墓所の変更措置） 

第１２条 町長は、町営墓地の管理上必要があるときは、使用者に対し、その使

用墓所を変更させることができる。 

２ 町長は、前項の規定により使用墓所を変更させたときは、換地を指定し、か

つ、移転によって通常生ずる損失を補償しなければならない。 

 

（使用許可の取消し） 

第１３条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓所の使用

許可を取り消すことができる。 

(１) 許可を受けた使用目的以外に使用したとき。 

(２) 使用権を譲渡し、又は使用墓所を転貸したとき。 

(３) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは使用許可の条件に違反した

とき。 
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（使用墓所の返還） 

第１４条 使用者は、使用墓所が不用となったとき、又は使用許可を取り消され

たときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。 

２ 町長は、使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、これを代

行し、使用者からその費用を徴収する。 

 

（使用権の承継） 

第１５条 使用者が死亡し、又はその他の理由により使用権を行使できなくなっ

たときは、その承継人（親族又は縁故者で祭祀を主宰する者）は、速やかに町

長に届け出なければならない。 

 

 （使用権の消滅） 

第１６条 使用者が死亡し、又は所在不明になって７年を経過し承継人がないと

きは、使用権は消滅する。 

 

（無縁墓所への改葬） 

第１７条 町長は、前条の規定によりその使用権が消滅したときは、その墓碑等

を一定の場所に改葬又は移転することができる。 

 

（行為の禁止） 

第１８条 町営墓地内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

(１) 町営墓地内の施設を損傷し、又は汚損すること。 

(２) ごみ、その他の汚物を捨てること。 

(３) 土地の形質を変更すること。 

(４) はり紙、若しくははり札をし、又は広告物を表示すること。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、必要があれば別に定める。 

 

（損害賠償） 

第１９条 町営墓地の使用者等が故意又は過失により、町の施設又は他人の設備

等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただ

し、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の一部を減額し、

又は全部を免除することができる。 

 

（委任） 

第２０条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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鏡 石 町 町 営 墓 地 条 例 施 行 規 則  

 

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 鏡 石 町 町 営 墓 地 条 例 （ 令 和 ７ 年 鏡 石 町 条 例 第 ３ ０

号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。） の 施 行 に つ い て 、 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と

を 目 的 と す る 。  

 

 （ 使 用 許 可 の 申 請 ）  

第 ２ 条  条 例 第 ３ 条 の 規 定 に よ り 、 墓 所 の 使 用 許 可 を 受 け よ う と す る 者

は 、 墓 所 使 用 許 可 申 請 書（ 様 式 第 １ 号 ） に 戸 籍 謄 本 及 び 住 民 票 謄 本 の 写

し を 添 え て 町 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  本 町 以 外 に 住 所 を 有 す る 者 が 、 墓 所 の 使 用 許 可 を 受 け よ う と す る と

き は 、 前 項 の 申 請 書 に 墓 所 使 用 者 代 理 人 選 定 届（ 様 式 第 ２ 号 ） 及 び 当 該

代 理 人 の 戸 籍 謄 本 及 び 住 民 票 謄 本 の 写 し を 添 え て 町 長 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。  

 

 （ 使 用 許 可 書 の 交 付 ）  

第 ３ 条  町 長 は 、 墓 所 の 使 用 を 許 可 し た と き は 、 墓 所 使 用 許 可 書（ 様 式 第

３ 号 。 以 下 「 使 用 許 可 書 」 と い う 。） を 申 請 人 に 交 付 す る 。  

 

 （ 使 用 許 可 書 の 再 交 付 ）  

第 ４ 条  使 用 許 可 書 を 紛 失 又 は 汚 損 し た 者 は 、 墓 所 使 用 許 可 書 再 交 付 申

請 書（ 様 式 第 ４ 号 ） を 町 長 に 提 出 し 、 再 交 付 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 

 （ 町 外 居 住 者 の 使 用 資 格 ）  

第 ５ 条  条 例 第 ５ 条 た だ し 書 に 規 定 す る 町 長 が 特 に 必 要 が あ る と 認 め る

者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る と お り と す る 。  

( １ )  本 町 に 本 籍 が あ る 場 合  

( ２ )  将 来 、 本 町 に 居 住 を 希 望 し て い る 場 合  

( ３ )  本 町 に 住 所 を 有 す る 者 が 死 亡 し た と き 、 そ の 祭 祀 を 主 宰 す る 者  

が 本 町 以 外 に 住 所 を 有 す る 場 合  

 

 （ 墓 所 の 位 置 決 定 ）  

第 ６ 条  墓 所 の 使 用 場 所 は 、 第 ２ 条 の 申 請 受 付 順 序 に よ り 決 定 す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 墓 所 に つ い て 、 申 請 が 競 合 し た 場 合 の 順 位 は 、 抽 選

に よ る 。  

 

 （ 住 所 等 の 変 更 届 出 ）  

第 ７ 条  使 用 者 又 は 代 理 人 が 住 所 若 し く は 本 籍 又 は 氏 名 を 変 更 し た と き

は 、 墓 所 使 用 者 代 理 人 住 所 等 変 更 届（ 様 式 第 ５ 号 ） に 使 用 許 可 書 及 び 住
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民 票 等 の 必 要 書 類 を 添 え て 町 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

 （ 墓 碑 等 の 設 備 制 限 ）  

第 ８ 条  条 例 第 ７ 条 の 規 定 に よ る 墓 所 の 設 備 は 、 次 に 定 め る と お り と す

る 。  

( １ )  設 置 で き る 設 備 は 、 墓 碑 、 墓 誌 、 置 台 、 卒 塔 婆 立 て に 限 る も の と

し 、 規 格 及 び 配 置 は 別 表 の と お り と す る 。  

( ２ )  数 は 、 そ れ ぞ れ １ 区 画 １ 基 以 内 と す る 。  

( ３ )  樹 木 の 植 栽 は 認 め な い 。  

( ４ )  盛 土 等 を す る と き は 、 縁 石 の 高 さ を 超 え て は な ら な い 。  

 

 （ 墓 碑 等 の 工 事 手 続 き ）  

第 ９ 条  使 用 者 は 、 墓 所 に 墓 碑 等 の 設 備 を 設 置 及 び 改 修 し 、 又 は 移 転 し よ

う と す る と き は 、 墓 所 内 工 事 着 手 届（ 様 式 第 ６ 号 ） に 次 の 各 号 に 掲 げ る

書 類 を 添 え て 町 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 ( １ )  使 用 許 可 書  

 ( ２ )  工 事 設 計 図  

２  使 用 者 は 、 前 項 の 工 事 が 完 了 し た と き は 、 速 や か に 墓 所 内 工 事 完 成 届

（ 様 式 第 ７ 号 ） を 町 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 埋 蔵 及 び 改 葬 の 手 続 き ）  

第 １ ０ 条  使 用 者 が 埋 蔵 又 は 改 葬 を す る 場 合 は 、 埋 蔵 届（ 様 式 第 ８ 号 ） を

町 長 に 届 け 出 て 使 用 許 可 書 に 所 要 事 項 の 記 載 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

た だ し 、 埋 蔵 に つ い て は 火 葬 許 可 証 を 、 改 葬 に よ る 埋 蔵 に つ い て は 墓 地

所 在 地 の 市 区 町 村 長 の 許 可 証 を 添 え な け れ ば な ら な い 。  

 

 （ 使 用 料 及 び 管 理 料 の 改 定 ）  

第 １ １ 条  町 長 は 、 条 例 第 ９ 条 第 １ 項 及 び 第 １ ０ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 使

用 料 及 び 管 理 料 に つ い て 、 経 済 情 勢 の 変 動 そ の 他 必 要 が あ る と 認 め る

と き は 、 使 用 料 及 び 管 理 料 を 改 定 す る こ と が で き る 。  

 

（ 納 入 通 知 書 ）  

第 １ ２ 条  条 例 第 ９ 条 第 ２ 項 及 び 第 １ ０ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 納 入 通 知 書

は 、 鏡 石 町 財 務 規 則（ 昭 和 ５ ８ 年 鏡 石 町 規 則 第 ３ 号 ） の 定 め る と こ ろ に

よ る も の と す る 。  

 

（ 使 用 料 及 び 管 理 料 の 還 付 ）  

第 １ ３ 条  条 例 第 １ １ 条 た だ し 書 の 規 定 に よ る 使 用 料 及 び 管 理 料 の 還 付

は 、 既 納 額 の ８ ０ パ ー セ ン ト と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 使 用 料 及 び 管 理 料 の 還 付 を 請 求 し よ う と す る 者 は 、
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墓 所 使 用 料・ 管 理 料 還 付 請 求 書（ 様 式 第 ９ 号 ） を 町 長 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。  

 

 （ 使 用 墓 所 の 返 還 手 続 き ）  

第 １ ４ 条  条 例 第 １ ４ 条 の 規 定 に よ り 使 用 墓 所 を 返 還 し よ う と す る 者 は 、

使 用 許 可 書 を 添 え て 墓 所 使 用 場 所 返 還 届（ 様 式 第 １ ０ 号 ） を 町 長 に 提 出

し な け れ ば な ら な い 。  

 

 （ 使 用 権 の 承 継 手 続 き ）  

第 １ ５ 条  条 例 第 １ ５ 条 の 規 定 に よ り 使 用 墓 所 を 承 継 し よ う と す る 者 は 、

墓 所 使 用 権 承 継 届（ 様 式 第 １ １ 号 ） に 前 使 用 者 の 使 用 許 可 書 及 び 承 継 原

因 を 証 明 す る 書 類 に 戸 籍 謄 本 及 び 住 民 票 謄 本 の 写 し を 添 え て 、 町 長 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  本 町 以 外 に 住 所 を 有 す る 者 が 使 用 墓 所 を 承 継 し よ う と す る と き は 、

前 項 の 規 定 に よ る ほ か 第 ２ 条 第 ２ 項 の 規 定 を 準 用 す る 。  

 

 （ 備 付 帳 簿 ）  

第 １ ６ 条  町 長 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 備 え な け れ ば な ら な い 。  

 ( １ )  墓 所 使 用 者 台 帳 （ 様 式 第 １ ２ 号 ）  

 ( ２ )  墓 籍 簿 （ 様 式 第 １ ３ 号 ）  

 

附  則  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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別　 表

設置でき る 設備の規格及び配置 単位： セン チメ ート ル

１ ． 墓碑

２ ． 墓誌

３ ． 卒塔婆立て

４ ． 置台
6030

15

（ 側面図）

15

60

1010

60

9 10 10 937

75

12 12

10

4040

7

60

75
30

27

7. 5

7

59

241213. 5 12 13. 5

6015 15

90

75. 5

62

58

34

21

15

20

9

13. 5
42

45

30

49. 5

15

11

4

15

（ 側面図）（ 正面図）

6

6

30

（ 正面図） （ 側面図）

（ 正面図） （ 側面図）

（ 正面図）
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５ ． 配置

配置（ 平面図）

（ 卒塔婆立て）

（ 墓碑）

（ 置台）

（ 墓誌）
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様式第１ 号（ 第２ 条関係）  

墓所使用許可申請書 

年  月  日 

鏡石町長 

 
申請人 

本 籍 

住 所 
  

  氏 名   

 
代理人 

本 籍 

住 所 
  

  氏 名   

 下記のと おり 使用し たいので申請し ま す。  

使用場所 第   号 区画 

添付書類 戸籍謄本及び住民票謄本 

備  考 

 

 

 

様式第２ 号（ 第２ 条第２ 項関係）  

墓所使用者代理人選定届 

年  月  日 

鏡石町長 

 
申請人 

本 籍 

住 所 
  

  氏 名   

  

使 用 場 所 第   号 区画 

代理人 

本 籍  

住 所  

氏 名                        印 

申請人と の関係  

添 付 書 類 戸籍謄本及び住民票謄本 

備     考 
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様式第３ 号（ 第３ 条関係）  

墓所使用許可書 
年  月  日  

 

            様 

鏡石町長         

 

次のと おり 鏡石町池ノ 原町営墓地の使用を許可する 。  

 

許   可 

年  月  日 

 第  号 

使用者 

本 籍  

住 所  

氏 名  

使用場所 第   号 区画 

使 用 料                   円 

管 理 料                  円 

代理人 

本 籍  

住 所  

氏 名  

備   考  
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埋蔵（ 納骨） 改葬事項 

年月日 
死亡者 

氏 名 

死亡者 

生年月日 

死 亡 

年月日 

使用者と の

続 柄 

埋蔵・ 改葬 

の別 
取扱者印 

  ・   ・  ・   ・     

  ・   ・  ・   ・     

  ・   ・  ・   ・     

  ・  ・     

  ・  ・     

  ・  ・     

  ・   ・  ・   ・     

１  使用者は次のよ う な場合には、 こ の許可書を町長に提出し 、 承認を受け、 所要事項の記載を

受ける こ と 。  

（ １ ） 焼骨を埋葬又は改葬し よ う と する と き 、 ただし 埋蔵のと き は火葬許可証を、 改葬のと き は

改葬許可証を、 改葬によ る 埋蔵のと き は墓地所在地の市町村長の改葬許可証を添える こ と 。  

（ ２ ） 墓碑、 墓誌、 置台及び卒塔婆たてを新設又は改修等をし よ う と する と き 。  

２  次のよ う な場合は、 速やかに所定様式によ り こ の許可証の書替え又は再交付を受ける こ と 。  

（ １ ） 使用権を継承する と き 。  

（ ２ ） 本籍、 住所の移動又は氏名の変更をし たと き 。  

（ ３ ） 代理人を定め又は変更し たと き 。  

（ ４ ） こ の許可証を紛失又は汚損し たと き  
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様式第４ 号（ 第４ 条関係）  

墓所使用許可書再交付申請書 

年  月  日 

鏡石町長 

 
使用者 

本 籍 

住 所 
  

  氏 名   

 
代理人 

本 籍 

住 所 
  

  氏 名   

 下記の理由によ り 墓所使用許可書を再交付し て下さ い。  

使 用 場 所 第   号 区画 

申 請 の 理 由  

添 付 書 類  

 

様式第５ 号（ 第７ 条関係）  

墓所使用者代理人住所等変更届 

年  月  日 

鏡石町長 

 
使用者 

住 所   

 氏 名   

 下記のと おり 変更し たいのでお届けし ま す。  

使 用 場 所 第   号 区画 

使

用

者 

新 

本籍  

住所  

氏名  

旧 

本籍  

住所  

氏名  

代

理

人 

新 

本籍  

住所  

氏名  

旧 

本籍  

住所  

氏名  

添 付 書 類 戸籍謄本及び住民票謄本 
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様式第６ 号（ 第９ 条関係）  

墓所内工事着手届 
年  月  日 

鏡石町長 

 
使用者 

住 所

氏 名 
  

 下記のと おり 工事に着手し たいのでお届けし ま す。  

工 事 場 所 第   号 区画 

工 事 区 分 □新設   □改修   □移転 

工作物の内容 □墓碑   □墓誌   □置台   □卒塔婆立て 

□その他（  □カロ ート              ）  

工事施工期間 年 月 日 から     年 月 日 

工事施工者 

住所 
 

氏名 
 

添 付 書 類 墓所使用許可書 工事設計図 

備     考 工事完成の上は、 工事完成届を提出し 検査を受けま す。  

 

様式第７ 号（ 第９ 条第２ 項関係）  

墓所内工事完成届 

年  月  日 

鏡石町長 

 
使用者 

住 所

氏 名 
  

     

 下記のと おり 工事を完成し たのでお届けし ま す。  

工 事 場 所 第   号 区画 

工 事 区 分 
□新設   □改修   □移転 

工作物の内容 □墓碑   □墓誌   □置台   □卒塔婆立て 

□その他（  □カロ ート              ）  

工事完成年月日 
年  月  日 

備     考 
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様式第８ 号（ 第１ ０ 条関係）  

埋 蔵 届 

年  月  日 

鏡石町長 

 
使用者 

本 籍 

住 所 
  

  氏 名   

 下記のと おり 埋蔵し たいのでお届けし ま す。  

使 用 場 所 第   号 区画 

埋 蔵 内 容 
□埋蔵 

□改葬によ る 埋蔵 

遺骨の氏名 

使用者と の関係 

添 付 書 類 火葬許可証又は改葬許可証 

備     考  

 

様式第９ 号（ 第１ ３ 条第２ 項関係）  

墓所使用料・ 管理料還付請求書 

 

 金  円也  

     

 ただし 、 鏡石町町営墓地条例施行規則第１ ３ 条の規定によ る 還付金と し て 

   

 使 用 場 所 第   号 区画  

 
許     可 

年 月 日  

  第  号  

 
還 付 基 礎 

既納使用料 円の 80％の額        円  

 既納管理料 円の 80％の額        円  

   

上記の還付金を請求し ま す。  

年  月  日 

鏡石町長 

 請求者 

( 使用者)  

住 所

氏 名 
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様式第１ ０ 号（ 第１ ４ 条関係）  

墓所使用場所返還届 

年  月  日 

鏡石町長 

 
届出人 

本 籍 

住 所 
 

 

 

  氏 名   

 次のと おり 使用場所を返還し たいのでお届けし ま す。  

使 用 場 所 第   号 区画 

許     可 
年   月   日 

第 号 

返 還 理 由  

 

様式第１ １ 号（ 第１ ５ 条関係）  

墓所使用権承継届 

年  月  日 

鏡石町長 

 
使用者 

本 籍 

住 所 
 

 

 

  氏 名   

 
承継者 

本 籍 

住 所 
 

 

 

  氏 名   

  使用者と の続柄（      ）  

 承継者の住所が町外の場合は町内に住所を有する 代理人 

 
代理人 

本 籍 

住 所 
 

 

 

  氏 名   

 次のと おり 親族等の同意を得て、 使用権を承継し たいのでお届けし ま す。  

 なお、 墓所使用権の承継については、 今後、 紛争が生じ た場合は、 当方にて解決する こ と を

誓約し ま す。  

使 用 場 所 第   号 区画 

許     可 
年   月   日 

 第 号 

承 継 理 由  

添 付 書 類 戸籍謄本及び住民票謄本 
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墓
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